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小
学
校
就
学
前
の
児
童
を

　
対
象
と
し
た

多
様
な
集
団
活
動
事
業
の

　
利
用
を
支
援
し
ま
す

　

小
学
校
就
学
前
の
児
童
を
対
象

と
し
た
多
様
な
集
団
活
動
に
つ
い

て
、
市
の
定
め
る
基
準
に
適
合
し

た
施
設
の
利
用
料
の
一
部
を
助
成

し
ま
す
。

　

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

は
、
対
象
幼
児
１
人
あ
た
り
月
額

上
限
２
万
円
を
支
給
し
ま
す
。

t
▽
満
３
歳
以
上
の
小
学
校
就
学

前
の
児
童
の
保
護
者
で
、
市
の
定

め
る
基
準
に
適
合
し
た
施
設
を
利

用
し
、
利
用
時
間
が
１
日
４
時
間

以
上
８
時
間
未
満
、
利
用
日
数
が

週
５
日
以
上
お
よ
び
年
間
３９
週
以

上
で
あ
る
家
庭
▽
認
可
保
育
所
、

特
定
地
域
型
保
育
施
設
、
認
定
こ

ど
も
園
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業

を
利
用
し
て
い
な
い
家
庭
▽
子
育

て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付

（
無
償
化
給
付
）
を
受
給
し
て
い

な
い
家
庭

e
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、
保
育
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
利
用
者

が
給
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、
多

様
な
集
団
活
動
の
実
施
者
が
本
事

業
の
対
象
施
設
等
と
な
る
こ
と
を

市
に
申
請
し
、
対
象
施
設
と
し
て

決
定
を
受
け
て
い
る
必
要
が
あ
り

ま
す

m
申
請
書
類
を
郵
送
ま
た
は
直

接
、
保
育
課
保
育
係
（
〒
１８４

−

８

５
０
４
住
所
不
要
・
市
役
所
第
二

庁
舎
３
階
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
４

６
）
へ

都
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

■
募
集
内
容
▽
家
族
向
け
・
単
身

者
向
け
（
抽
選
方
式
）

■
申
込
書
配
布
期
間
５
月
７
日

（
火
）
〜
１５
日
（
水
）

■
申
込
書
配
布
場
所
等
ま
ち
づ
く

り
推
進
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
５

階
）、
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
受

付
、
管
財
課
（
市
役
所
本
庁
舎
１

階
）、
施
設
管
理
室
（
同
１
階
、

夜
間
・
休
日
の
み
）、
東
京
都
住

宅
供
給
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

e
募
集
内
容
、
申
込
資
格
等
詳
し

く
は
、「
都
営
住
宅
入
居
者
募
集

の
ご
案
内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い

m
５
月
２１
日
（
必
着
）
ま
で
に
、

郵
送
で
Ｊ
Ｋ
Ｋ
東
京
都
営
住
宅
募

集
セ
ン
タ
ー
へ
※
オ
ン
ラ
イ
ン
で

も
申
込
可
。
詳
細
は
同
公
社
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
参
照

i
Ｊ
Ｋ
Ｋ
東
京
都
営
住
宅
募
集
セ

ン
タ
ー
（
☎
０
５
７
０

−

０１０

−

８１０

＝
５
月
７
日
〜
２１
日
hh

ttp
s://

w
w
w
.to
-ko
u
sya.o

r.jp
/

）、
市

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
住
宅
係
（
☎

０４２

−

３８７

−

９
８
６
１
）

自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
助
成

　

自
転
車
乗
車
時
の
交
通
事
故
に

よ
る
頭
部
の
け
が
を
防
止
・
軽
減

す
る
た
め
、
市
が
指
定
す
る
事
業

協
力
店
に
お
い
て
、
Ｓ
Ｇ
マ
ー
ク

等
の
安
全
基
準
マ
ー
ク
付
き
の
ヘ

ル
メ
ッ
ト
の
購
入
費
用
を
一
部
助

成
し
て
い
ま
す
。

d
令
和
７
年
３
月
３１
日
（
月
）
ま

でt
令
和
５
年
度
に
助
成
を
受
け
て

い
な
い
市
民
の
方

■
助
成
数
３
千
個
（
申
込
順
。
上

限
に
達
し
た
時
点
で
終
了
）

■
助
成
上
限
１
人
１
個
、
１
回
ま

で
。
２
千
円
を
上
限
に
割
引

■
事
業
協
力
店
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
確
認
く
だ
さ
い

m
協
力
店
に
備
え
付
け
の
購
入
助

成
申
込
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
使

用
す
る
方
の
住
所
が
記
載
し
て
あ

る
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、
健
康

保
険
証
等
）
を
購
入
時
に
提
示
し

て
く
だ
さ
い

i
交
通
対
策
課
交
通
対
策
係
（
☎

０４２

−

３８７

−

９
８
５
０
）
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自
転
車
安
全
利
用

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

５
月
１
日（
水
）～
３１
日（
金
）

　

自
転
車
に
関
与
す
る
事
故
が
多

く
な
っ
て
い
ま
す
。
自
転
車
安
全

利
用
五
則
を
守
り
、
安
全
運
転
を

心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

【
自
転
車
安
全
利
用
五
則
】

▽
車
道
が
原
則
、
左
側
を
通
行

　

歩
道
は
例
外
、
歩
行
者
を
優
先

▽�
交
差
点
で
は
信
号
と
一
時
停
止

を
守
っ
て
、
安
全
確
認

▽
夜
間
は
ラ
イ
ト
を
点
灯

▽
飲
酒
運
転
は
禁
止

▽
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用

【�

自
転
車
で
歩
道
を
通
行
で
き
る

の
は
】

▽�

「
歩
道
通
行
可
」
の
標
識
が
あ

る
と
き

▽�

１３
歳
未
満
の
子
ど
も
や
７０
歳
以

上
の
高
齢
者

▽
身
体
障
が
い
者
の
方

▽�

歩
道
を
通
行
す
る
こ
と
が
や
む

を
得
な
い
場
合

i
市
交
通
対
策
課
交
通
対
策
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
５
０
）、
小

金
井
警
察
署
（
☎
０４２

−

３８１

−

０
１

１
０
）

下
水
道
施
設
の
調
査
お
よ
び

清
掃
を
実
施

　

市
内
の
一
部
地
域
の
下
水
道
管

の
調
査
と
雨
水
ま
す
の
清
掃
を
実

施
し
ま
す
。

　

作
業
員
は
、
市
が
発
行
す
る
身

分
証
明
書
を
携
帯
し
、
腕
章
を
着

用
し
て
い
ま
す
。
ご
理
解
・
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
作
業
期
間
５
月
下
旬
〜
令
和
７

年
２
月

i
下
水
道
課
工
務
維
持
係
（
☎
０４２

−

３８７

−
９
８
５
６
）

国
民
健
康
保
険

−

職
場
の

健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
が
職

場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き

は
、
１４
日
以
内
に
喪
失
の
届
け
出

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

本
人
ま
た
は
世
帯
主
の
方
は
、

職
場
の
健
康
保
険
証
と
国
民
健
康

保
険
証
の
両
方
を
持
っ
て
届
け
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
休
日
窓
口
で
も
手
続
き

が
で
き
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
郵
送
で
も
届
け
出
が
で

き
ま
す
の
で
、

職
場
の
保
険
証

の
写
し
と
国
民

健
康
保
険
証
の

両
方
を
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

i
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

（
〒
１８４

−

８
５
０
４
住
所
不
要
・

市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
３
）

夜
間
納
税
窓
口
を
開
設

d
５
月
１３
日（
月
）〜
１５
日（
水
）い

ず
れ
も
午
後
８
時
ま
で

b
納
税
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
３

階
）
※
東
側
職
員
通
用
口
か
ら
入

り
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
ご
利
用
く

だ
さ
い

夜間入口詳細図u
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

市
・
都
民
税
、
軽
自
動
車
税
、
法

人
市
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税

※
事
情
に
よ
り
一
度
に
納
め
る
こ

と
が
困
難
な
方
は
、
ご
相
談
く
だ

さ
い

i
納
税
課
納
税
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
２
３
）

下水道事業会計における過年度消費税
および地方消費税の修正申告に伴う

延滞税の納付

　過去に保険料の全額または一部免除、学
生納付特例制度や猶予制度の承認を受けた
期間のある方は、１０年以内であれば保険料
をさかのぼって納めること（追納）ができ
ます。
　将来受け取る年金額を増額するために
も、追納制度をご利用ください。
　なお、学生納付特例等を受けた年度から

起算して、３年度目以降に追納する場合に
は、経過期間に応じて一定の加算額が上乗
せされます。（下表）
　納めることができるようになったとき
は、できるだけ早く追納することをお勧め
します。
i保険年金課国民年金係（☎０４２−３８７−
９８４４）

年　度 免除等承認当時
の保険料

免除の種類　追納額
全額免除

若年者納付猶予
学生納付特例

4分の3免除 半額免除 4分の1免除

平成２６年度 １５,２５０円 １５,４６０円 １１,６００円 ７,７３０円 ３,８６０円
平成２７年度 １５,５９０円 １５,７９０円 １１,８４０円 ７,８９０円 ３,９５０円
平成２８年度 １６,２６０円 １６,４６０円 １２,３４０円 ８,２３０円 ４,１１０円
平成２９年度 １６,４９０円 １６,６７０円 １２,５１０円 ８,３３０円 ４,１７０円
平成３０年度 １６,３４０円 １６,５００円 １２,３７０円 ８,２５０円 ４,１２０円
令和元年度 １６,４１０円 １６,５６０円 １２,４２０円 ８,２７０円 ４,１４０円
令和２年度 １６,５４０円 １６,６７０円 １２,５００円 ８,３４０円 ４,１６０円
令和３年度 １６,６１０円 １６,７１０円 １２,５３０円 ８,３５０円 ４,１７０円
令和４年度 １６,５９０円 １６,５９０円 １２,４４０円 ８,２９０円 ４,１５０円
令和５年度 １６,５２０円 １６,５２０円 １２,３９０円 ８,２６０円 ４,１３０円
※令和４年度・５年度は、加算額はありません

（月額）国民年金保険料追納額等（令和６年度）

追納制度をご存じですか国民年金

　市の下水道事業会計（令和元年度までは下水道事業特別
会計）が毎年納付している消費税および地方消費税につい
て、納付税額が６,７８５万８,９００円不足していることが判明し
たため、令和５年１２月２２日に修正申告を行うとともに不足
税額を納付しました。
　これに伴い、延滞税として１５２万１,２００円が課され、３月
２８日に納付しました。
　この度は、市民の皆さんにご迷惑をお
かけしたことをお詫び申し上げます。
　詳しくは、市ホームページをご覧くだ
さい。
i下水道課業務設備係（☎０４２−３８７−９８２８）
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各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします。6・5・15


